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令和４ 年（ 行ウ ）第１ ８号  埋 立地用 途変 更・設計概 要変 更不 承認

処分に 対し 国土 交通大 臣が なし た裁決 の取 消請 求事件  

原告  東恩 納琢 磨  ほ か１ ７名  

被告  国（ 処分 行政庁  国 土交 通大臣 ）  

 

第６準備書面  

（ 原 告 ら の 原 告 適 格 に つ い て ）  

 

２０２ ４年 １月 ９日  

 

那覇地 方裁 判所 民事第 ２部 合議 Ａ係  御中  

 

                 原告 ら訴 訟代理 人  

弁護士  池 宮城  紀  夫  

弁護士  中  村  照  美  

  弁護士  阿 波根  昌  秀  

弁護士  新  垣    勉  

弁護士  永  吉  盛  元  

弁護士  仲  山  忠  克  

弁護士  大  田  朝  章  

弁護士  三  宅  俊  司  

弁護士  高  木  吉  朗  

弁護士  儀  部  和歌 子  

弁護士  横  田    達  

弁護士  金  高    望  

弁護士  中  村  昌  樹  
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弁護士  林    千賀 子  

弁護士  上  原  智  子  

弁護士  松  崎  暁  史  

弁護士  伊 志嶺  公  一  

弁護士  高  良    誠  

弁護士  山  城    圭  

弁護士  安  里    学  

弁護士  齋  藤  祐  介  

弁護士  日  高  洋一 郎  

弁護士  松  本  啓  太  

弁護士  喜  多  自  然  

弁護士  城  間    博  

弁護士  赤  嶺  朝  子  

弁護士  松  本  徹  意  

弁護士  高  塚  千恵 子  

弁護士  白      充  

弁護士  儀  保    唯  

弁護士  川  津  知  大  

弁護士  島  袋    元  

弁護士  我  妻    潤  

弁護士  池  味  エリ カ  

弁護士  真 栄里  嘉  邦  
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１  総 論  

  本 件訴 訟の 原告は 、原 告番 号１番 から ２０ 番まで いる （な

お、原 告番 号６ 及び７ 番は 取り 下げて いる。）。  

 この 点、 原告 番号１ 番か ら８ 番、１ ９番 及び ２０番 に関 する

原告適 格は 、原 告第４ 準備 書面 にて 触 れて いる 。  

 した がっ て、 本書面 では 、残 りの原 告番 号９ 番から １ ８ 番に

関し、 その 原告 適格が 認め られ るべき であ るこ とにつ いて 述べ

る。  

２  原 告 番 号 ９ 番 か ら １ ８ 番 の 原 告 適 格 に つ い て  

 （ １ ） 居 住 地 に つ い て  

   原告 番号 ９番は 二見 、原 告番号 １０ 番か ら １７ 番は 瀬

嵩、原 告番 号１ ８番は 汀間 に 居 住して いる 。な お、既 に原

告適格 が認 めら れるべ き者 とし て主張 して いる 原告番 号１

９番は 、三 原に 居住し てい る。  

 これ らを 地図 上に表 示す ると 、 次頁 のよ うに なる。  
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 （ ２ ）原 告番 号９番 から １８ 番も原 告適 格が 認めら れる べき こと  

   上記 のと おり、 原告 番号 １９番 は、 原告 番号９ 番か ら１

８番に 比べ 、本 件新基 地建 設予 定地か ら離 れた 場所に 居住

してい る。  

 しか しな がら 、 この よう な 原 告番号 １９ 番に ついて す

ら、公 害（ 騒音 被害） によ って 健康や 生活 環境 にかか る被

害を受 ける おそ れがあ るこ とか ら、 原 告適 格が 認めら れる

べきで ある こと は、原 告第 ４準 備書面 にお いて 主張し たと

おりで ある 。  

 した がっ て、 原告番 号１ ９番 よりも 本件 新基 地建設 予定

地に近 い場 所に 居住す る原 告番 号９番 から １８ 番につ いて

は、原 告番 号１ ９番と 同等 、あ るいは それ 以上 の公害 （騒



 5 

音被害 ）に よっ て健康 や生 活環 境にか かる 被害 を受け るお

それが 高い もの という べき であ る。  

 また 、原 告番 号１９ 番よ りも 本件新 基地 建設 予定地 に近

い場所 に居 住す る原告 番号 ９番 から１ ８番 につ いては 、 米

統一施 設基 準よ る高さ 制限 の影 響を受 ける 地域 である こと

から、 災害 によ る被害 を受 ける おそれ もあ ると いうべ きで

ある。  

 よっ て、 原告 番号９ 番か ら１ ８番に つい ては 、原告 適格

が認め られ るべ きであ る。  

 ３  結 語  

   した がっ て 、原 告番 号９ 番から １８ 番に ついて も原 告適 格

が認め られ るこ とは明 白で あっ て、 原 告ら とし ては、 前回 提

出した 原告 第４ 準備書 面を もっ てこの よう な内 容は明 らか で

あると 考え てい たとこ ろで ある が、前 回期 日に おいて 裁判 所

より、 原告 第４ 準備書 面に おい て言及 され てい ない原 告に つ

いての 主張 につ いても 提出 を求 められ たこ とか ら、本 書面 を

提出す る次 第で ある。  

 この 点、 前回 期日 （ ２０ ２３ 年１０ 月１ ９日 ） の時 点で

は、代 執行 訴訟 に関す る高 裁判 決が年 内に は示 される とい う

可能性 が極 めて 高かっ たた め、 原告ら とし ては 、前回 期日 に

おいて 結審 する ことも 十分 に可 能であ った と考 えてい たと こ

ろ、前 回期 日に おいて 、専 ら 裁 判所の 要望 に従 い本書 面を 提

出する こと にな り、 ま た、 裁判 所の都 合に より ２０２ ３年 中

に期日 を指 定す ること がで きず 、 本年 １月 ２３ 日に期 日が 指

定され た 次 第で ある。  

 この よう な 経 緯に鑑 みれ ば、 仮に裁 判所 にお いて、 期日 間
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に代執 行訴 訟に 関する 高裁 判決 が下さ れ、 その 後被告 国が 代

執行を した こと を理由 とし て、 本件訴 訟に つい て訴え の利 益

が無く なっ たと の判断 を下 せば 、訴訟 の終 盤に なって 、 原 告

らにと って あえ て不利 益に なる ような 訴訟 指揮 をした と 批 判

される のは 必至 であろ う。  

 原告 らと して は、 裁 判所 は 純 粋に原 告第 ４準 備書面 に記 載

されて いる 以外 の原告 につ いて の主張 も 確 認し たいと いう 意

図から 追加 書面 の提出 を促 した と考え てい る と ころで あり 、

裁判所 にお いて は、 本 書面 をも 踏まえ た責 任あ る判断 を示 し

ていた だき たい と考え てい る。  

 なお 、 周 知の とおり 、代 執行 訴訟に つい ては 沖縄県 が上 告

をして いる とこ ろ、こ れに つい ても 遠 くな い時 期に 判 決が 示

される 可能 性が 高いと いわ れて いる。  

 裁判 所に おか れては 、 上 記最 高裁の 判断 を待 つこと なく 、

速やか に、 御庁 におい て 下 され た 本件 と同 種事 案にお ける ２

０２２ 年４ 月２ ６日付 判決 に対 する 、 ２０ ０ ４ 年行訴 法改 正

に携わ った 福井 教授に よる 意見 （甲１ ３） を 踏 まえ、 原告 適

格に関 する 適切 な判断 を示 し 、 原告第 ５準 備書 面及び 建設 部

門にお ける 技術 士であ る 須 藤氏 による 意見 書（ 甲４４ ） を 十

分に読 み込 んだ 上で、 原告 の主 張 に対 する 適正 な判断 を下 さ

れたい 。  

以  上  


